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札幌市介護サービス事業所等感染症対策費補助金交付要綱 

 

令和５年６月 30 日   

保健福祉局長決裁   

   

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、介護サービス事業所等が、新型コロナウイルスの感染

等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続

が求められること等から、本事業により、新型コロナウイルスの感染等に

よる緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・

改善を支援することを目的として、予算及び内示額の範囲内で、必要なか

かり増し経費の一部等を補助することについて必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１） 介護サービス事業所等 

   通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、

認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模

多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所、短期

入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、介護老人福祉施設、地

域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養

型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費

老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、訪問介

護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーシ

ョン事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪

問介護事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、福祉用具貸

与事業所、居宅療養管理指導事業所  



（２） 交付要綱 

  「令和５年度（2023 年度）緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援

事業費補助金交付要綱」をいう。なお、補正予算により交付金の交付を

行うために要綱が別途示されている場合等、特段の定めがある場合は、

別途示されている要綱を交付要綱とする。  

（３） 実施要綱 

  「令和５年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス

事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」をいう。なお、補正予

算により交付金の交付を行うために要綱が別途示されている場合等、特

段の定めがある場合は、別途示されている要綱を実施要綱とする。 

（４） 交付金事業 

 令和５年度（2023 年度）緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事

業費補助金の交付金額算定の対象となる事業をいう。 

（５） 補助事業者 

   第３条に掲げる補助対象事業を実施する者をいう。  

 

（補助対象事業） 

第３条 この要綱に基づく補助の対象事業は、交付金事業のうち、緊急時介

護人材確保・職場環境復旧等支援事業とする。  

 

（補助対象者の要件） 

第４条 この要綱に基づく補助事業者は、前条に規定する事業を行う事業所

  であって、交付要綱の２に定めるところによる。 

 

（補助対象経費） 

第５条 この要綱に基づく補助の対象とする経費は、交付要綱の３に定める

ところによる。 

 

（補助額の算定方法） 

第６条 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。



ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 

（１） 交付要綱の別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較し

て少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

とを比較して少ない方の額を選定する。  

 

（交付の条件） 

第７条 この要綱による補助金の交付の決定には、次の各号に定めるとこ

ろにより条件を付すものとする。  

（１） 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市長の

承認を受けなければならない。  

（２） 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければ

     ならない。  

（３） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難と  

なった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければ

      ならない。  

（４） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の

機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律施行令第 14 条第１項第２号の規定により厚生

労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、

この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し、又は廃棄してはならない。   

（５） 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合 

には、その収入の全部又は一部を札幌市に納付させることがある。 

（６） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その

効率的な運営を図らなければならない。   

（７） 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合（仕

入控除税額が０円の場合を含む。）には、別記様式１により速やかに、



遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月 30 日までに市

長に報告しなければならない。 

（８） 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を

作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理

し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は

廃止を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後

５年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の財産がある場合は、前

記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第 14 条第１項第２号

の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれ

か遅い日まで保管しておかなければならない。  

 

（交付等の申請） 

第８条 この要綱により補助金を受けようとする補助事業者は、様式 1 によ

る申請書を市長に提出しなければならない。  

２ 前項に定める申請書の提出期限は、各年度の補助事業等の内容を考慮

し、市長がその都度指定する。 

３  この補助金の交付決定後の事情の変更等により申請の内容を変更して

内容変更申請等を行う場合は、別に指示する期日までに様式 5 により行

うものとする。この場合において、補助金の交付条件に反する変更は承

認しない。 

 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条第 1 項に定める交付申請書の提出を受けたときは、そ

の内容を審査し、補助することが適当であると認める場合は、予算及び内

示額の範囲内で補助金額を決定し、様式 2 により申請者に通知するものと

する。 

 ２ 市長は、前条第 3 項に定める内容変更申請書の提出を受けたときは、そ

の内容を審査し、補助内容の変更を承認することが適当であると認める場



合は、予算及び内示額の範囲内で補助金額を決定し、様式 6 により申請者

に通知するものとする。 

 

（事業実績報告） 

第１０条  補助金の交付決定を受けた補助事業者は、事業完了後１月以内

（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理し

た日から起算して１月以内）又は当該年度の 3 月 31 日のいずれか早い日

までに、様式 3 による実績報告書を市長に提出しなければならない。ただ

し、事業の年度繰越が承認された場合は、別に指示する期日までにこれを

行うものとする。 

  

（補助金の確定） 

第１１条  市長は、前条に定める実績報告書の提出を受けたときは、事業内

容を審査し、適正に実施されたと認める場合は、予算及び内示額の範囲内

で補助金額を確定し、様式 4 により補助事業者に通知するものとする。  

 

（補助金の精算交付の申請） 

第１２条 第８条及び第１０条の規定にかかわらず、補助金の交付の申請時

において既に補助事業を完了している場合にあって、精算交付を受けよ

うとする者（以下「精算交付申請者」という。）は、補助金交付申請兼

実績報告書（様式第７号）に市長が別に定める必要書類を添えて、市長

が別に定める期限までに申請及び報告しなければならない。  

２ 市長は、前項の申請及び報告があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、第７条第１項第４号から第８号に掲げる条件その他必

要な条件を付して、予算及び内示額の範囲内で補助金の交付を決定する

とともに、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付決定兼交付確定

通知書（様式第８号）により精算交付申請者に対して通知するものとす

る。 

（補助金の交付時期） 

第１３条  この要綱による補助金は、第１１及び１２条の規定による補助交



付額の通知後、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、市長が必

要と認めたときは、事業の執行状況に応じて概算により交付することがで

きる。 

 

（補助事業に係る調査等） 

第１４条  市長は、必要があると認めたときは、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 221 条第２項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又

は必要な事項について報告を求めることができる。  

 

（補助金の取消し） 

第 1５条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すものとする。  

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたと

き。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反し

たとき。 

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。  

(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。  

 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助

事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき

は期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。  

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合におい

て、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて

その超える部分の返還を命ずるものとする。  

 

（違約加算金） 

第１７条 補助事業者は、第 15 条の規定により補助金の交付決定の全部又



は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補

助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その

一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除

した額）につき年 10.95％の割合で計算した違約加算金（100 円未満の場

合を除く。）を納付しなければならない。  

 

（延滞金） 

第１８条 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これ

を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日まで

の日数に応じ、その未納額につき年 10.95％の割合で計算した延滞金（10

0 円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。  

 

（財産処分による収入の取扱い）  

第１９条 市長は、補助事業者がこの要綱による補助金の交付を受けて行

った事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより

収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させるこ

とができる。  

 

（委  任） 

第２０条 この要綱の実施に当たり、定めのない事項は交付要綱の例により

実施するものとし、その他の必要な事項は高齢保健福祉部長が定める。  

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年６月 30 日から施行する。 


